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公益財団法人全日本柔道連盟 個人情報保護規程 

 

（目的） 

第１条  この規程は、「個人情報の保護に関する法律」に定めるところに基づき、公益財

団法人全日本柔道連盟（以下「本連盟」という。）の役職員等が個人情報の適正

な取り扱いに関して遵守すべき事項を定め、これを実施・運用することによっ

て個人情報を適切に保護・管理することを目的とする。 

 

（適用範囲） 

第２条  この規程は、すべての役職員に適用する。また、退職後においても、在任また

は在籍中に取得した個人情報については、この規程に従うものとする。 

２．各専門委員会委員、顧問・参与等の、当連盟の事業推進に関して委嘱または依

頼を受けた者が当連盟の業務に従事する場合には、当該従事者はこの規程を遵

守しなければならない。 

 

（個人情報管理責任者） 

第３条  本連盟においては、事務局長を個人情報管理責任者とする。 

２．個人情報管理責任者は、この規程の適正な実施および運用を図り、個人情報が

外部に漏洩したり、不正に使用されたり、あるいは改ざんされたりすること等

がないように管理する責任を負う。 

 

（個人情報の取得） 

第４条  個人情報を取得する場合には、本人に対して、その利用目的を書面またはこれ

に代わる方法によって明示しなければならない。 

 

（利用目的および個人情報の利用） 

第５条  個人情報を取り扱うに当たっては、事前にその利用目的を明確に定めるものと

し、当該利用目的は、本連盟の業務において必要な範囲でなければならない。 

 

（個人情報の提供） 

第６条  法令で定める場合を除き、個人情報は第三者に提供してはならない。 

２．前項の定めにかかわらず、本連盟の業務を遂行するために当該業務等の一部ま

たは全部を第三者に委託する必要がある場合には、業務委託先に対し、これを

遵守させなければならない。 

 

（個人情報の正確性の確保） 

第７条  個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容に保

つよう管理運営しなければならない。 
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（安全管理） 

第８条  個人情報管理責任者は、個人情報の安全管理のため、個人情報の不正アクセス、

漏洩、滅失または毀損防止に努めるものとする。 

 

（役職員等の監督） 

第９条  個人情報管理責任者は、個人情報を扱う役職員等に対し、必要かつ適切な指導・

監督を行わなければならない。 

 

（個人情報の消去・廃棄） 

第１０条 保有する必要がなくなった個人情報については、当該個人情報を消去・廃棄し

なければならない。 

 

（通報義務） 

第１１条 役職員等は、個人情報が外部に漏洩していることを知った場合またはそのおそ

れがあると気づいた場合には、ただちに個人情報管理責任者に通報しなければな

らない。 

 

（苦情および相談） 

第１２条 本連盟の個人情報の取り扱いに関する苦情および相談の窓口は、事務局総務課

とする。 

 

（改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

（附則） 

１．この規程は、平成２４年１０月２０日から施行する。 


